
2018.2.21 ●第20号 不定期発行 社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会

～あいサポート企業・団体の皆さまへ、あいサポーターの活動やボランティア募集、障がい福祉に関する情報をお届けします～

イベント情報

◆「森羅万象 山野将志個展」について
2018年1月27日(土)よりくらよしアートミュージアム無心を展覧会「森羅万象 山野将志個
展」が開催されており各地区巡回いたします。
[ 本 展 ]
○会 期：2018年1月27日(土)→3月4日(日)
○時 間：10：00～16：00

※土日祝は17：00まで

○会 場：くらよしアートミュージアム無心
〒682-0821鳥取県倉吉市魚町2540-2 

[ 巡回展 ]
○会 期：2018年3月7日(水)→15日(木)
○時 間：10：00～18：00
○会 場：とりぎん文化会館

〒680-0017鳥取市尚徳町101-5 
◆◆◆◆
○会 期：2018年3月21日(水)→28日(水)
○時 間：9：00～17：00
○会 場：山陰合同銀行 鳥取営業本部2階ギャラリー

〒680-0831鳥取市栄町402

※入館料：無料
※休館日等詳細につきましては、あいサポート・
アートインフォメーションセンターホームページにてご確認ください。
https://art-infocenter.jimdo.com

主催：あいサポート・アートインフォメーションセンター
企画協力：社会福祉法人わたぼうしの会

お知らせ

◆第19回あいサポート企業（団体）認定証授与式の開催
2月15日（木）、知事公邸にて第19回あいサポート企業（団体）認定証授与式を開催しま

した。この度は、昨年5月から今年1月までに認定した24企業（団体）に対し、野川鳥取県
副知事から認定証が授与されました。
あいサポート企業（団体）の皆様には、事業所・店舗

・社用車等へのステッカーまたはチラシの掲示、広報物
やホームページへの「あいサポート運動」に関する取組
状況の掲載により、あいサポート運動の推進にご協力い
ただきたいと思います。

※企業（団体）内において、代表者様の変更・所在地の
移転・担当者様の変更等が発生した場合は「企業等認定
変更届出書（様式第３号）」の提出をお願いいたします。
様式につきましては、鳥取県障がい福祉課又は、鳥取県社会福祉協議会ホームページにも掲載
しております。
提出先：鳥取県障がい福祉課



【問合せ先】 社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会 福祉振興部
電話：0857(59)6344 FAX：0857(59)6340 Eﾒｰﾙ：vc＠tottori-wel.or.jp

※掲載した情報等の詳細については、鳥取県社会福祉協議会へお問い合わせください。
また、障がい福祉に関するイベント等の情報提供をいただければ幸いです。

新たに１０の企業・団体が“あいサポート企業・団体”に認定されました！

あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 鳥取支店、こどもデイサービスわこう皆生通り、
株式会社かんぽ生命保険 鳥取支店、ケイビーシー株式会社、リバードペット株式会社、
リバードコーポレーション株式会社、株式会社kakeru、海湯のやかた夢寛歩皆生、
一般財団法人鳥取市教育福祉振興会、株式会社 丸合

認定番号順/平成29年10月１日～平成30年1月31日現在）

あいサポーター、あいサポート企業・団体の現況
平成30年１月末現在

◆ あいサポーター：４０６，７０２人◆

（鳥取 70,945人、島根 38,262人、広島 182,160人、長野 50,897人、奈良 18,579人、

埼玉（富士見市、三芳町、秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町) 6,570人、山口 14,589人、

岡山 19,232人、和歌山 4,637人、登別市 801人、大阪市 30人）

◆ あいサポート企業・団体：1,529企業・団体◆

（鳥取 368、島根 164、広島 584、長野 97、奈良 57、埼玉 7、山口 116、岡山 96、

和歌山 15、登別市 25）

◆2月1日より、「ヘルプマーク」の配布を開始しました！
第19号（2017.10.24付発行）でお知らせした「あいサポート条例」に定めた記章で

ある“ヘルプマーク”を作成しました。これは、義足や人工関節を使用している方、内部
障がいや難病の方、妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に
配慮を必要としていることを知らせるマークです。2月1日より、下記配布場所で受け取
ることができます。
１．配布場所
・鳥取県内市町村（支所・分庁舎含む）障がい福祉関係課窓口
・鳥取県庁障がい福祉課
・鳥取県中部総合事務所福祉保健局
・鳥取県西部総合事務所福祉保健局
２．配布条件
・県内に住所地等（勤務地、利用施設・事業所所在地など）
がある方で、配布を希望する方に無償で配布します。

・ご家族や支援者などの代理人による受取りも可能です。
・配布にあたり、障害者手帳、身分証明書・申請書などの
提示は不要です。

・配布するのはお一人につきストラップ、バッジのどちらか
1つです。

・団体としての一括での受取りはご相談ください。
※配布の際、今後の参考とするため「援助や配慮を必要とする状態」（障がい等の種別）
についてお聞きします。
《ヘルプマークを見かけた方へのお願い》
○列車、バスの中で席をお譲りください。
○駅や商業施設等では声をかけるなどの配慮をお願いします。
○災害時は、安全に避難するための支援をお願いします。

＊鳥取県のホームページにも「ヘルプマーク」について掲載しています。
URL：http://www.pref.tottori.lg.jp/270992.htm


